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Ⅰ 長期財政推計について 

 

第二次笛吹市総合計画で掲げた将来像の実現に向け、確実に取組を進めるためには、

健全な財政基盤を堅持した上で、財政運営を行うことが重要であり、本市では、その

ための指針として、「笛吹市長期財政推計」を毎年度策定しています。 

歳入において、賃金の上昇や最近の経済動向を受けた市税収入の増加などが見込ま

れ、歳出において、人件費の増加、社会保障費の増加、物価や賃金の高騰等に伴う物

件費の増加、資材価格の高騰に伴う建設費の増加などが見込まれます。 

このような状況を踏まえ、令和 7年度の笛吹市長期財政推計は、歳入、歳出の各項

目において見直しを行い策定しています。 

 

Ⅱ 長期財政収支試算について 

 

１ 推計期間及び会計単位 

（1）令和 7年度から令和 16年度までの 10年間とします。 

（2）会計単位は一般会計とします。 

 

２ 収支試算の前提条件 

(1) 令和 6年度の決算額及び令和 7年度決算見込額に基づき試算しています。 

(2) 行財政制度は、原則として既に法案等が成立しているものを除き現行制度に

変更がないものとしています。 

(3) 国が令和 7年 8月に示した、令和 8年度地方財政収支の仮試算（以下「概算

要求」という。）及び中長期の経済財政に関する試算（以下「中長期試算」とい

う。）を基に、現時点で見込むことができる条件を前提に試算しています。 

 

３ 歳入・歳出の試算の内容 

(1) 歳入 

ア 市税 

市民税等は、現行の税制度を基本に、概算要求における地方税等の増減率

を基に試算しています。固定資産税は 3 年に一度の評価替えを踏まえ試算し

ています。入湯税は、新型コロナ感染症の影響による減少から増加傾向にあ

ることを踏まえ試算し、都市計画税については課税しないこととして試算し

ています。 

 

イ 地方譲与税 

地方譲与税については、令和 7 年度決算見込額を基に、概算要求を勘案し

試算しています。 
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ウ 地方消費税交付金等 

地方消費税交付金については、令和 7 年度決算見込額を基に、中長期試算

における経済成長率を勘案し試算しています。そのほか、各種税交付金につ

いては、令和 7年度決算見込額を基に、概算要求を勘案し試算しています。 

 

エ 地方特例交付金等 

地方特例交付金等については、令和 7 年度決算見込額を基に試算していま

す。 

 

オ 地方交付税 

地方交付税について、普通交付税は、令和 7 年度の普通交付税確定額を基

に概算要求を勘案し試算しています。 

特別交付税は、合併後に交付された最少額で試算しています。 

 

カ 分担金及び負担金 

分担金及び負担金については、令和 7 年度決算見込額を基に試算していま

す。 

 

キ 使用料及び手数料 

使用料及び手数料については、令和 7 年度決算見込額を基に試算していま

す。 

 

ク 国庫支出金 

国庫支出金については、現行の制度を基本とし、普通建設事業や扶助費に

係る国庫支出金は、事業費の積み上げにより試算しています。その他の国庫

支出金は、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 

 

ケ 県支出金 

県支出金については、現行の制度を基本とし、普通建設事業や扶助費に係

る県支出金は、事業費の積み上げにより試算しています。その他の県支出金

は、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 

また、国政選挙、統計調査等に対する県支出金については、当該年度の支出

を基に試算しています。 

 

コ 財産収入 

財産収入については、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 
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サ 寄附金 

寄附金については、ふるさと納税寄附金などについて、令和 7 年度決算見

込額を基に試算しています。 

 

シ 繰入金 

繰入金については、当該年度において必要額を各種基金から繰入れるもの

として試算しています。 

 

ス 繰越金 

繰越金については、当該年度の収入支出の差額を翌年度の繰越金として試

算しています。 

 

セ 諸収入 

諸収入については、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 

 

ソ 地方債 

地方債については、現行の制度を基本として試算しています。 

臨時財政対策債は、概算要求において、令和 7 年度に引き続き令和 8 年度

も発行なしとしていることを踏まえ、見込まずに試算しています。 

充当する起債については、交付税措置のあるものを優先的に充当すること

として試算しています。なお、過去に借り入れを行った民間資金の借換債を

含んでいます。 

 

(2) 歳出 

ア 人件費 

人件費については、令和 7 年度決算見込額を基に、中長期試算における賃

金上昇率を勘案し試算しています。また、国政選挙、統計調査等に係る人件費

を当該年度に見込み試算しています。 

 

イ 物件費 

物件費については、令和 7 年度決算見込額を基に試算し、国政選挙等の選

挙経費、統計調査費を当該年度に見込み試算しています。 

 

ウ 維持補修費 

維持補修費については、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 

 

エ 扶助費 

扶助費については、令和 7 年度決算見込額を基に、「笛吹市人口ビジョン」

を考慮し試算しています。 
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オ 補助費等 

補助費等については、令和 7年度決算見込額を基に試算しています。 

 

カ 普通建設事業費 

 普通建設事業については、個別施設計画及び長寿命化計画を踏まえ試算し

ています。 

  

キ 公債費 

 公債費について、既発行分については償還計画から算出し、新たな発行分

については、見込額を現行制度の償還条件により推計し、合算して試算して

います。 

 なお、過去に借入れを行った地方債の借換えを目的とした繰上げ償還額を

見込んでいます。 

 

ク 積立金 

積立金については、ふるさと納税寄附金などを財源としたまちづくり基金

への積立のほか、各種基金の運用利息の積立を見込み試算しています。 

 

ケ 出資金等 

 出資金については、公営企業会計の地方債の償還元金に充てるための出資

を見込み試算しています。 

 災害復旧事業費、予備費については、見込まずに試算しています。 

 

コ 繰出金 

 繰出金について、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保

険特別会計については、令和 6年度決算額を基に、「笛吹市人口ビジョン」を

考慮し試算しています。 

 



Ⅲ　　長　期　財　政　推　計

(1) 歳 入 （単位：百万円）

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

市税 9,562 9,707 9,535 9,576 9,618 9,449 9,490 9,531 9,365 9,405

地方譲与税 280 292 292 292 292 292 292 292 292 292

2,214 2,265 2,274 2,281 2,289 2,296 2,303 2,310 2,317 2,323

地方特例交付金等 67 65 65 65 65 65 65 65 65 65

8,861 9,175 9,096 9,494 9,469 9,363 9,504 9,404 9,413 9,642

普通交付税 8,079 8,393 8,314 8,712 8,687 8,581 8,722 8,622 8,631 8,860

特別交付税 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782

分担金及び負担金 141 64 64 64 64 64 64 64 64 64

使用料及び手数料 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

国庫支出金 6,157 5,739 5,821 5,738 5,491 5,466 5,442 5,382 5,594 5,617

県支出金 2,618 2,175 2,189 2,222 2,154 2,388 2,220 2,233 2,214 2,248

財産収入 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

寄附金 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936

6,216 6,334 6,444 6,470 6,431 6,362 6,117 5,828 5,577 5,195

繰越金 2,806 2,863 3,084 3,135 3,057 2,920 2,430 1,852 1,350 585

諸収入 291 288 286 286 286 286 286 286 286 286

7,406 5,159 3,731 4,107 2,942 2,485 3,339 3,180 3,604 2,594

臨時財政対策債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他起債 7,406 5,159 3,731 4,107 2,942 2,485 3,339 3,180 3,604 2,594

うち借換債 1,841 1,220 802 1,117 411 308 311 109 133 718

51,839 49,346 48,101 48,950 47,378 46,656 46,772 45,647 45,361 43,536歳 入 合 計

区　　　　分

地方消費税交付金等

地方交付税

繰入金

地方債
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(2) 歳 出 （単位：百万円）

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

5,674 5,860 5,959 6,036 6,090 6,183 6,196 6,232 6,249 6,381

7,697 7,728 7,562 7,684 7,567 7,855 7,833 7,700 7,546 7,324

197 197 197 197 197 197 197 197 197 197

8,735 8,269 8,386 8,480 8,557 8,616 8,696 8,761 8,813 8,856

3,287 2,654 2,653 2,647 2,661 2,642 2,624 2,617 2,621 2,656

7,506 6,187 4,942 4,939 4,302 3,907 4,908 4,876 5,543 3,778

公債費 6,247 5,701 5,555 6,036 5,495 5,346 5,215 4,940 5,081 5,675

うち借換債を目的と
した繰上償還額

1,841 1,220 802 1,117 411 308 311 109 133 718

6,292 6,385 6,496 6,521 6,482 6,414 6,168 5,880 5,628 5,246

431 358 287 405 139 92 88 85 78 71

2,911 2,923 2,930 2,948 2,966 2,974 2,993 3,011 3,018 3,037

48,977 46,262 44,967 45,893 44,456 44,226 44,918 44,299 44,774 43,221

積立金

繰出金

出資金等

歳 出 合 計

維持補修費

普通建設事業費

区　　　　分

人件費

物件費

扶助費

補助費等
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Ⅳ　地方債残高の推移

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

5,565 3,939 2,929 2,990 2,531 2,177 3,028 3,071 3,471 1,876

6,023 5,437 5,210 5,647 5,057 4,893 4,766 4,485 4,626 5,219

37,443 37,165 35,686 34,147 32,032 29,624 28,197 26,892 25,870 23,244

1,841 1,220 802 1,117 411 308 311 109 133 718借換債見込額

○　令和7年度の借入見込額を55億6,500万円、借換債の借入見込額を18億4,100万円とし、地方債現在高見込額を374億4,300万円としています。

○　地方債残高見込額について、借入見込額を元金償還見込額が上回るため、地方債残高は減少していくと試算しています。

（単位：百万円）

借入見込額（借換債を除く）

元金償還見込額（借換債を除く）

地方債残高見込額

5,565

3,939

2,929 2,990

2,531
2,177

3,028 3,071
3,471

1,876

6,023

5,437
5,210

5,647

5,057 4,893 4,766
4,485 4,626

5,219

37,443 37,165
35,686

34,147
32,032

29,624
28,197

26,892 25,870

23,244

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

（残高：百万円）（借入・償還：百万円） 地方債の状況

借入見込額（借換債を除く） 元金償還見込額（借換債を除く） 地方債残高見込額
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Ⅴ　基金残高の推移

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

6,292 6,385 6,496 6,521 6,482 6,414 6,168 5,880 5,628 5,246

6,148 6,334 6,444 6,470 6,431 6,362 6,117 5,828 5,577 5,195

20,484 20,535 20,587 20,638 20,689 20,741 20,792 20,844 20,895 20,946

※ 土地開発基金については定額運用基金のため、北野福祉基金については原資が株式のため、基金残高に含めていません。

　　 また、令和7年度以降についても、基金運用利子、ふるさと納税寄附金の積立てを行い、決算状況を見込みながら繰入を行った基金への積立てを見込み試算しています。

○　基金繰入見込額については、各年度に必要額を繰入れるものとして試算しています。

（単位：百万円）

基金積立見込額

基金繰入見込額

基金残高見込額

○　基金積立見込額について、令和7年度は基金運用利子、ふるさと納税寄附金の積立てに加え、繰越金の一部を財政調整基金に積み立てることを見込んでいます。

6,292
6,385

6,496 6,521 6,482 6,414

6,168

5,880

5,628

5,246

6,148

6,334
6,444 6,470 6,431 6,362

6,117

5,828

5,577

5,195

20,484 20,535 20,587 20,638 20,689 20,741 20,792 20,844 20,895 20,946

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

基金の状況

基金積立見込額 基金繰入見込額 基金残高見込額

（残高:百万円）（積立・繰入:百万円）
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Ⅵ　実質公債費比率、将来負担比率の推移

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

7.9 8.5 9.8 10.8 11.5 11.5 11.2 10.7 10.4 10.3

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△ 28.0 △ 28.9 △ 31.0 △ 32.5 △ 33.6 △ 35.6 △ 37.4 △ 40.6 △ 46.1 △ 47.0

（単位：％）

○　実質公債費比率について、元利償還金及び準元利償還金、標準財政規模の額は大きく変化しないものの、有利な交付税措置のある合併特例債の活用ができなくなることにより、

○　将来負担比率について、一般会計の起債残高が減少していくため、将来負担額の減少が進むことから、マイナス比率が大きくなります。

    基準財政需要額に算入される公債費の額が減少するため、上昇傾向となります。

将来負担比率（参考値）

※　将来負担比率は、将来負担額に対する充当可能財源等の比率を示す指標であり、充当可能財源等が将来負担額を上回った場合、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

将来負担比率

実質公債費比率（３年平均）

　基づき、数値が表記されませんので「－」と表記しています。本市では、算定結果がマイナスとなるため、参考値として実数を記載しています。

早期健全化基準（25.0％）

7.9 8.5
9.8

10.8 11.5 11.5 11.2 10.7 10.4 10.3

△ 60.0
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令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

実質公債費比率（３年平均） 将来負担比率（参考値）
（実質公債費費比率：％） （将来負担比率：％）
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参考 財政用語の解説 
 

一般会計 

福祉・教育・道路整備・ごみ処理など、地方自治体がすべき基本的な事業を経理

する会計です。主に市税と地方交付税でまかなわれています。 

 

市税（地方税） 

市民のみなさまから納めていただく市の税金です。 

笛吹市では、市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税などが該当し

ます。 

 

地方譲与税・各種交付金等 

国や都道府県が徴収した税の全部又は一部が市町村に配分されるものです。 

 

地方交付税 

地方自治体がさまざまな事業のために支出するお金（歳出）を確保するためには、

それと同額の財源（歳入）が必要です。しかし、予定している歳出をまかなうだけ

の歳入が確保できない場合、不足分を埋めるために、「地方交付税」が国から交付さ

れます。地方自治体間の財源の不均衡を調整し、すべての自治体が一定の行政サー

ビスを提供できるようにするためのものです。 

地方交付税の財源は、国税の所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税です。 

 

分担金及び負担金 

市が行う特定の事業の財源として、その事業によって利益を受ける個人や団体か

らその受益の範囲において支払っていただくものです。保育所運営費保護者負担金

や土地改良事業圃場整備分担金などがこれに該当します。 

 

使用料及び手数料 

使用料は、市が所有している施設や財産の使用・利用の対価としてその使用者・

利用者に支払っていただく料金で、市営住宅や体育館、グラウンドなどの使用料の

ことです。 

手数料は、地方自治体の事務で、特定の者のために提供する役務に対し、その費

用の対価として支払っていただく料金のことで、住民票や印鑑証明などの手数料が

該当します。 

 

繰入金 

地方自治体の各会計間、すなわち一般会計、特別会計、基金などの会計間におけ

る現金の移動のことをいいます。他の会計からの繰入れのほかに基金を取り崩して

繰り入れる場合があります。 
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市債（地方債） 

学校建設や道路整備のように臨時的に多額の費用が必要となるときに、市が国や

銀行などから借り入れる資金です。道路や公共の建築物のように長期間にわたって

使用するものの場合は、造った年に住んでいた人の税金だけで支払うのではなく、

資金を借りて将来笛吹市に住む人にも負担をしていただくことで、世代間の負担を

公平にすることができます。 

また、近年、国の財源不足のために普通交付税の身替りとして発行できることに

なった臨時財政対策債も市債に含まれます。市債の返済は長期にわたりますので、

将来の財政負担が大きくならないように計画的に借入れを行っています。 

 

性質別分類 

支出の経済的性質を基準とした分類法です。 

 

義務的経費 

人件費、扶助費及び公債費のように、支出が義務づけられ任意に削減しにくい経

費のことで、この割合が高いと財政構造が硬直しているとされます。 

 

投資的経費 

普通建設事業費及び災害復旧費のように、支出の効果が資本形成に向けられ、施

設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことです。 

 

人件費 

市長、市議会議員、市職員及び各種行政委員などに勤労の対価として支払われる

報酬、給料などの経費です。 

 

扶助費 

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者の生活を維持する

ために支出される福祉的な経費です。少子高齢化が進むなかで、増額が予想される

費目です。 

 

公債費 

市債の元金・利子を償還するための経費です。 

 

普通建設事業費 

道路、橋りょう、学校などの施設の新増設及び改修のための建設事業に充てる経

費です。用地取得費なども含まれます。 
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物件費 

市で事務を行うのに必要な経費や、公共施設の光熱水費などの支払いのための消

費的な経費です。委託料や使用料及び賃借料も物件費に分類されます。 

 

補助費 

各種団体などに支出される負担金や補助金、公用車の自動車保険料や公共施設の

火災保険料などの経費です。上下水道事業（公営企業）への補助金・負担金もこの

費目に含まれます。 

 

積立金 

財政運営を計画的に行うために財政調整基金や減債基金などの特定の目的を持

つ基金に積立を行うための経費です。 

 

繰出金 

会計間で他の会計へ支出するための経費です。一般会計から国民健康保険や介護

保険などの特別会計へ繰出しを行っています。 

 

臨時財政対策債 

本来ならば、国が地方交付税を「現金」で用意しなければならないところですが、

国も財政状況が厳しく、地方交付税を確保することが難しい状況になっています。 

そこで平成 13 年度から国が地方交付税として現金で用意できない分を各地方自

治体がそれぞれ借入れをすることになりました。その借入金を「臨時財政対策債」

といいます。この元利償還金は全額普通交付税で措置されます。 

 

財政調整基金 

経済不況などによる市税収入の大幅な減少や、災害の発生により生じる予期せぬ

支出の増加などに備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために積み立

てている基金です。一般家庭の預貯金に相当します。 

 

地方財政計画 

地方自治体全体の歳入・歳出に関する見込み。地方交付税法第 7条により、国（内

閣）は翌年度の地方財政計画を国会に提出するとともに、一般に公表することが義

務付けられています。 

 

地方債計画 

財政投融資資金計画の一環として策定される地方債の年度計画であり、これによ

って、当該年度に許可される地方債の事業別予定額とその裏づけとなる資金の枠が

決定されます。 
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基準財政需要額 

各地方自治体の財政需要を合理的に測定するために、当該自治体について地方交

付税法の規定により算定した額です。 

この算定は、各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補

正」を加え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算する

ことによって行われています。 

 

基準財政収入額 

各地方自治体の財政力を合理的に測定するために、当該自治体について地方交付

税法第 14条の規定により算定した額です。 

（ 標準的税収入＋ 地方特例交付金 ） × 75 / 100 ＋ 地方譲与税等 で算出し

ます。 

 

標準税収入額等 

地方税法に定める法定普通税、税交付金、地方譲与税等の合計のことです。 

 

標準財政規模 

地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもので、普通交付税、標準税収入

額等、臨時財政対策債の発行可能限度額の合計のことです。 

 

財政健全化判断比率 

地方自治体財政健全化法は、都道府県や市区町村に「実質赤字」「連結実質赤字」

「実質公債費」「将来負担」の四つと公営企業会計の「資金不足」の比率を毎年度公

表することを義務づけています。比率が一定の基準を超えると、財政健全化計画を

策定して県や国への報告が必要になり、総務大臣の許可を得なければ地方債が発行

できなくなります。 

 

実質赤字比率 

財政健全化判断比率の一つです。地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化

したもので、財政運営の悪化の度合いを示すものです。 

 

連結実質赤字比率 

財政健全化判断比率の一つです。地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化

したもので、財政運営の悪化の度合いを示すものです。 
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実質公債費比率 

財政健全化判断比率の一つです。地方自治体の収入に対する負債返済の割合を示

します。通常、3 年間の平均値を用い 18%以上になると、新たな借金をするために

国や都道府県の許可が必要となります。25%以上になると早期健全化団体となり借

金を制限されます。 

 

将来負担比率 

財政健全化判断比率の一つです。第三セクター及び公社・出資法人も含め、地方

自治体が将来支払う可能性がある負債額における各地方自治体の財政規模に対す

る比率です。350%以上で早期健全化団体となります。 

 

資金不足比率 

上下水道など公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模

と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 


